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三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 六 年 十 月 二 十 二 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 五 十 九 号  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規

則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  

 一 ～ 二 十 一  （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 二 十 一  （ 略 ）  （ 略 ）   

 二 十 一 の 二  特 例 条 例

別 表 第 二 の 二 十 六 の

四 の 項 リ に 規 定 す る

三 重 県 小 規 模 水 道 条

例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重

県 条 例 第 四 十 号 ） の 施

行 に 係 る 事 務 の う ち

規 則 に 基 づ く 事 務 で

別 に 規 則 で 定 め る も

の  

三 重 県 小 規 模 水 道 条 例 施 行 規

則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 規 則 第 四

十 七 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 小 規

模 水 道 布 設 工 事 確 認 事 項 変 更 届

の 受 理  

  二 十 一 の 二  特 例 条 例

別 表 第 二 の 二 十 六 の

二 の 項 リ に 規 定 す る

三 重 県 小 規 模 水 道 条

例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重

県 条 例 第 四 十 号 ） の 施

行 に 係 る 事 務 の う ち

規 則 に 基 づ く 事 務 で

別 に 規 則 で 定 め る も

の  

三 重 県 小 規 模 水 道 条 例 施 行 規

則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 規 則 第 四

十 七 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 小 規

模 水 道 布 設 工 事 確 認 事 項 変 更 届

の 受 理  

 

 二 十 二 ・ 二 十 三  （ 略 ） （ 略 ）    二 十 二 ・ 二 十 三  （ 略 ） （ 略 ）   

  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 十 月 二 十 二 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号  

   企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 退 職 手 当 ）  （ 退 職 手 当 ）  

第 八 条  条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 の 管 理 者 が 指 定 す る も の

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と し 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲

げ る 金 額 の 支 給 を 受 け る 。  

第 八 条  条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 の 管 理 者 が 指 定 す る も の

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と し 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲

げ る 金 額 の 支 給 を 受 け る 。  

規 則 

企業庁管理規程 
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 一 ～ 三  （ 略 ）  

 四  安 定 し た 職 業 に 就 い た 者  就 業 促 進 手 当 の 額 に 相

当 す る 金 額  

 五 ・ 六  （ 略 ）  

 一 ～ 三  （ 略 ）  

 四  職 業 に 就 い た も の  就 業 促 進 手 当 の 額 に 相 当 す る

金 額  

 五 ・ 六  （ 略 ）  

   附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 後 の 第 八 条 （ 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 退 職 し た 職 員 で あ っ て こ の 管

理 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 安 定 し た 職 業 に 就 い た 者 に つ い て 適 用 し 、

退 職 し た 職 員 で あ っ て 施 行 日 前 に 職 業 に 就 い た 者 に 対 す る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 

 

 

 

三重県告示第 700 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり精神通院医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

  令和 6 年 10 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地 指定年月日 

病院・診療所 かめやま心身クリニック 亀山市栄町 1488-160 令和 6 年 10 月 1 日 

薬局 スギ薬局 いなべ店 いなべ市北勢町麻生田 3607 番地 1 令和 6 年 10 月 1 日 

薬局 津調剤薬局 津市江戸橋 1-113 令和 6 年 10 月 1 日 

薬局 久居調剤薬局 津市久居明神町字風早 2093-1 令和 6 年 10 月 1 日 

訪問看護 訪問看護ステーション ブクサス 松阪市嬉野須賀領町 565-1 2Ｆ-Ｂ 令和 6 年 10 月 1 日 

 

三重県告示第 701 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号。以下「法」といいます。）第 18 条第 3 項において準用する法第 17

条第 2 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録の更新をしましたので、法第 18 条第 3 項において準

用する法第 17 条第 6 項の規定により公示します。 

  令和 6 年 10 月 22 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  登録年月日及び登録番号 

平成 26 年 10 月 8 日 第 58 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

株式会社大里畜産 代表取締役 栗木 充男 三重県津市大里睦合町 2351 番地 

3  地域登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 

国内産農産物（飼料用もみ、飼料用玄米） 

4  登録の区分 

品位等検査 

5  地域登録検査機関が農産物検査を行う区域 

三重県 

6  農産物検査を行う農産物検査員 

氏名 農産物検査を行う農産物の種類 証明書番号 

樋口 恵子 飼料用もみ、飼料用玄米 Ｋ242014509 

7  登録の更新日 

  令和 6 年 10 月 7 日 

告 示 
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選 管 告 示 

 

三重県選挙管理委員会告示第 58号 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 161 条第 3 項の規定により次のとおり同条第 1 項第 3 号の施設の指定

を取り消した旨及び同号の施設に変更があった旨、関係選挙管理委員会から報告がありました。 

  令和 6 年 10 月 22 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋  

1  取消 

選挙管理委員会名 施 設 名 所 在 地 取消年月日 

明和町選挙管理委員会 いつきのみや地域交流セ

ンター 

多気郡明和町大字斎宮 2811

番地 

令和 6 年 9 月 19 日 

2  変更 

選挙管理委員会名 施 設 名 所 在 地 変更年月日 

明和町選挙管理委員会 （変更前）明和町総合体

育館 

多気郡明和町大字坂本 1216

番地 1 

令和 6 年 9 月 19 日 

 （変更後）Ｄｒｅａｍオ

ーシャン総合体育館 

  

 

三重県選挙管理委員会告示第 59号 

 公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設の一部を改正する告示を次の

ように定めます。 

  令和 6 年 10 月 22 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

   公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設の一部を改正する告示 

 公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設（平成 13 年三重県選挙管理委

員会告示第 64 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

市町村名 施設  所在地 市町村名 施設  所在地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

明和町 Ｄｒｅａｍオーシ

ャン総合体育館 

多 気 郡 明 和 町 大

字坂本 1216番地 1 

明和町 明和町総合体育

館 

多 気 郡 明 和 町 大

字坂本 1216番地 1 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

    

 

明和町 いつきのみや地

域交流センター 

多気郡明和町大字

斎宮 2811 番地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

           

                  

公 告 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所長から通知がありました。 

    令和 6 年 10 月 22 日 

  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   
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1   作業種類 

    公共測量（航空レーザ測量） 

2   作業期間 

    令和 6 年 10 月 21 日から令和 7 年 5 月 30 日まで 

3   作業地域 

伊勢市の一部 

 

正 誤 

令和 6 年 8 月 30 日付け三重県公報第 545 号に登載しました、生活保護法の規定による介護扶助のための介護等

を担当する機関の指定の告示中 

ページ  行      誤         正 

 2    12  令和 6 年 8 月 1 日  令和 6 年 4 月 1 日 

 2    14  令和 6 年 8 月 1 日  令和 6 年 4 月 1 日 

 

令和 6 年 8 月 30 日付け三重県公報第 545 号に登載しました、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による介護支援給付のための介護等を担

当する機関の指定の告示中 

ページ  行      誤         正 

 3    10  令和 6 年 8 月 1 日  令和 6 年 4 月 1 日 

 3    12  令和 6 年 8 月 1 日  令和 6 年 4 月 1 日 
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